
1ガス系消火設備の停電対策

ガス系消火設備の起動装置からの起動は、自動・手動の場合何れも電気信号による放出が基本です。

非常用バッテリーを備えますので、一定時間内の対応は可能です。

自動火災報知設備の火災信号を受けている場合、火災報知器がバッテリーで警戒している時間内は有効です

バッテリー放電後も手動で起動ボンベを開放することにより、消火薬剤の放出は可能です。

複電後

設備業者に、機器を確認させてください。

手動起動装置からの起動ではなく、火災確認後、起動ボンベ開放による手動起動方法の確認
を御願いいたします。
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ガス系消火設備の停電時の対応について　　　－西日本防災システム

停電時

ハロゲン化物消火設備　不活性ガス消火設備　等のガス系消火設備

西日本防災システム

バッテリーの容量不足を捉えて　警報を送出する機器があります。

警報など

万が一ガスの放出を実行した場合、鎮火の確認後ガスの放出（排出）作業が必要です。

合わせて排ガス機器の電源も点検業者に確認しておいてください。
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